
 

平成１９年４月２４日 

 

 

協力企業作業員の負傷について 

 

 

平成 19 年４月 23 日午後３時 45 分頃、２号機タービン建屋の２階から１

階へ階段をおりていた協力企業作業員が、階段を踏み外し、右足首を負傷

しました。このため、業務車にて病院へ搬送いたしました。 

診察の結果、「右足関節外側じん帯損傷」と診断されました。 

 

確認の結果、当該作業員は現場の後片づけ作業で発生したゴミ袋を両手

に持ち当該階段をおりていたことから、足下が見づらかったため、階段を

踏み外したことがわかりました。 

本事例については所内および協力企業に周知し、注意喚起いたします。 

なお、放射性物質による汚染はありませんでした。 

 

以 上 

 


